
通
学
路
で
の
交
通
指
導
や
交
通
安
全
教
室

を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
行
う
交
通
指
導
隊
員
を

募
集
し
ま
す
。
活
動
は
月
６
回
以
上
で
す
。

対
象

20
歳
〜
62
歳
で
、
市
内
に
住
ん
で
い

る
、
ま
た
は
勤
務
し
て
い
る
健
康
な
か
た

申
し
込
み

写
真
付
き
の
履
歴
書
と
自
動
車

安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
で
発
行
す
る
運
転
記
録

証
明
書(

過
去
３
年
分
。
手
数
料
630
円)

を
持

っ
て
、
市
役
所
分
館
３
階
の
生
活
総
務
課
へ

ど
う
ぞ
。
後
日
、
面
接
を
行
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
生
活
総
務
課

☎(

８
６
６)

２
０
３
５

ご
み
の
減
量
な
ど
に
関
す
る
事
項
を
調

査
・
審
議
す
る
た
め
に
条
例
に
基
づ
い
て
設

置
し
て
い
る
秋
田
市
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審

議
会
の
改
選
に
あ
た
り
、
市
民
委
員
を
４
人

募
集
し
ま
す
。
任
期
は
来
年
２
月
１
日
か
ら

２
年
間
。
審
議
会
は
年
３
回
程
度
、
平
日
の

日
中
に
開
催
し
ま
す
。
報
酬
は
審
議
会
１
回

に
つ
き
７
千
円
で
す
。

対
象
　
市
内
に
住
む
20
歳
以
上
の
か
た(

国
・

地
方
公
共
団
体
の
議
員
や
常
勤
職
員
、
市
の

ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
を
除
く)

応
募
方
法

ご
み
の
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル
に

関
す
る
800
字
程
度
の
小
論
文(

テ
ー
マ
を
つ

け
て)

に
略
歴
を
添
え
、
12
月
17
日
(金)
ま
で

郵
送
か
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
、

〒
０
１
１
‐
０
９
０
４
寺
内
蛭
根
三
丁
目

24
‐
３
環
境
部
環
境
都
市
推
進
課

☎(

８
６
３)

６
６
３
２

フ
ァ
ク
ス(

８
６
３)

６
６
８
３

Ｅ
メ
ー
ルro

-evcp
@
city.akita.akita.jp

総
務
省
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー

「
デ
ジ
サ
ポ
秋
田
」
で
は
、
左
記
の
日
程
で
地

上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
無
料
相
談
コ
ー

ナ
ー
を
開
設
し
ま
す
。
時
間
は
午
前
10
時
〜

午
後
４
時
。
直
接
会
場
へ
ど
う
ぞ
。

日
程
と
会
場

11
月
24
日
(水)
・
25
日
(木)
▼
西
部
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

11
月
26
日
(金)
・
27
日
(土)
▼
南
部
公
民
館

11
月
29
日
(月)
・
30
日
(火)
▼
土
崎
公
民
館

●
問
い
合
わ
せ
　
デ
ジ
サ
ポ
秋
田

☎(

８
０
３)

１
１
０
０

市
で
は
、
35
歳
未
満
の
求
職
者
や
市
内
企

業
な
ど
に
勤
務
し
て
い
る
か
た
を
対
象
に
、

就
職
活
動
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
資

格
を
取
得
し
た
際
の
受
講
料
な
ど
を
助
成
し

て
い
ま
す
。
申
し
込
み
方
法
や
、
取
得
し
た

資
格
が
対
象
に
な
る
か
な
ど
、
詳
し
く
は
商

工
労
働
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

無
料
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
　
助
成
制
度
の
説
明

や
就
職
に
役
立
つ
資
格
な
ど
。
11
月
30
日
(火)

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分
、
ア
ル
ヴ
ェ
４

階
洋
室
Ｃ
で
。
申
し
込
み
は
、
11
月
26
日
(金)

ま
で
商
工
労
働
課
へ
ど
う
ぞ
。

●
助
成
制
度
の
問
い
合
わ
せ
、
セ
ミ
ナ
ー
申
し

込
み

商
工
労
働
課
☎(

８
６
６)

２
１
１
４

家
電
４
品
目
①
テ
レ
ビ(

ブ
ラ
ウ
ン
管
・

液
晶
・
プ
ラ
ズ
マ)

②
エ
ア
コ
ン
③
冷
蔵

庫
・
冷
凍
庫
④
洗
濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
の
廃

棄
は
適
正
に
行
い
ま
し
ょ
う
。
不
法
投
棄
は

犯
罪
で
す
。
絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

「
購
入
店
が
わ
か
る
」「
買
い
換
え
る
」…
機
器

を
買
っ
た
小
売
店
か
新
し
い
機
器
を
買
う
小

売
店
に
引
き
取
っ
て
も
ら
う(

有
料)

。

「
購
入
店
が
わ
か
ら
な
い
」「
購
入
店
が
す
で

に
な
い
」
…
次
の
業
者
に
依
頼(

有
料)

す
る
。

▼
秋
田
廃
棄
物
処
理
協
会(

収
集)

☎(

８
９
５)

７
９
０
０

▼
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー(

収
集)

☎
０
１
２
０-

５
３
７-

９
１
５

▼
㈱
阪
東
商
店(

持
込)

☎(

８
６
２)

５
７
３
４

▼
日
本
通
運
㈱
秋
田
支
店(

持
込)

☎(

８
１
６)

０
２
０
２

●
問
い
合
わ
せ

環
境
都
市
推
進
課

☎(

８
６
６)

２
９
４
３

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-

３
地
デ
ジ
放
送
の
無
料

相
談
コ
ー
ナ
ー
を
開
設

不
法
投
棄
は
ダ
メ
！

家
電
４
品
目
の
廃
棄
は

適
正
に
行
い
ま
し
ょ
う

５

４
資
格
取
得
の

受
講
料
に
助
成
し
ま
す

１
秋
田
市
交
通
指
導
隊
員
を

募
集
し
ま
す

２
廃
棄
物
減
量
等
推
進

審
議
会
の
委
員
を
募
集

わかくさ相談電話…少年の悩みや心配事の相談に電話や面接で応じます。相談日時は月～金曜日(祝日、年末年始
を除く)の午前９時～午後４時(月曜は午前10時～)、文化会館４階の少年指導センターで。相談電話(862)3225 08

11月23日(火)の「勤労感謝
の日」は家庭ごみのみ収集し
ます。収集日にあたっている
地区のかたはお忘れなく。

環境都市推進課☎(863)6631

勤労感謝の日の
ごみ収集

＊11月３日の「文化の日」に収集
しないことをお知らせできませ
んでした。おわびいたします。



秋
田
地
方
裁
判
所
が
行
う
不
動
産
競
売
の

物
件
情
報
は
、
秋
田
地
方
裁
判
所
４
階
の
物

件
明
細
書
等
閲
覧
室
の
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
競
売
参
加

の
手
続
き
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

パ
ソ
コ
ン
か
ら

http://bit.sikkou.jp/

携
帯
電
話
か
ら

http://bit.sikkou.jp/k/

閲
覧
日
程

12
月
１
日
(水)
か
ら
８
日
(水)
ま
で
の
入
札

▼
現
在
閲
覧
で
き
ま
す

１
月
７
日
(金)
か
ら
14
日
(金)
ま
で
の
入
札

▼
12
月
10
日
(金)
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
　

２
月
10
日
(木)
か
ら
18
日
(金)
ま
で
の
入
札

▼
１
月
20
日
(木)
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す

●
問
い
合
わ
せ
　
秋
田
地
方
裁
判
所
民
事
第

２
部
☎(

８
２
４)

３
１
２
１(

内
線
４
２
２)

秋
田
駅
前
に
あ
る
公
営
駐
車
場
で
は
、
冬

期
間
の
バ
イ
ク
保
管
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

料
金

１
か
月
…
２
千
500
円
　
２
か
月
…
４

千
500
円
　
３
か
月
…
６
千
500
円

●
問
い
合
わ
せ

(財)
秋
田
市
駐
車
場
公
社

☎(

８
３
２)

１
１
８
１

７
冬
の
間
、
バ
イ
ク
を

お
預
か
り
し
ま
す

６
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

裁
判
所
の
競
売
物
件
を

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

ビルやマンションなどの高い建物にある貯水槽
水道の安全な利用と不適切か所の改善指導などを
目的に、現地立会調査(市内約1,500件)を行ってい
ます。調査は貯水槽の設置者または管理者に立ち
会いをお願いしています。ご協力をお願いします。

公共下水道の計画区域外で、農業集落排水事
業の処理区域を除いた地域にある１戸建て・共
同住宅が対象です。市が浄化槽を設置し、維持
管理も行います。設置をお考えのかた(１年以内
に水洗化できるかた)は、下水道建設課へご相談
ください。

行政相談委員の佐々木隆
さん(雄和)が、長年の業績
を認められ総務大臣から表
彰を受けました。佐々木さ
んは平成９年に行政相談委
員に委嘱されて以来13年にわたり住民と行政のパイプ
役として、さまざまな相談を受けてきました。

おめでとう！
総務大臣表彰

〝これからも市民のために
頑張ります〟と佐々木さん

調査内容…貯水槽の容量・材質・管理状況確認、
不適切か所の改善指導、直結式給水が可能な場合
はその説明・指導、清掃方法・水質検査機関の周
知、無届け直結給水の発見、漏水の発見

給排水課☎(823)8432

上下水道局だより

●浄化槽本体の設置分担金(工事費の約１割)
●使用料(基本使用料月額1,020円＋従量使用料)
●浄化槽以外の排水設備・トイレ改造工事費用

下水道建設課☎(864)1455

●公共下水道が設置されている道路に接続して
いる

●幅員が1.8㍍以上ある
●所有者が異なる家屋が
２棟以上ある

●私道敷地の所有者、そ
の他の権利者全員が公
共下水道の設置を承諾
している

●私道沿線の受益者全員
が受益者負担金の納付
について同意している

公共下水道の認可区域内の私道で、次の要件を
満たしている場合は、申請により公共下水道を設
置します。

貯水槽水道の調査にご協力を

市設置型浄化槽をお考えの
かたはご相談ください

私道への公共下水道の整備

市設置型浄化槽を利用するかたの負担

下水道建設課☎(864)1455

警察では、地下鉄サリン事件など、オウム真理
教による犯罪行為により亡くなったかたのご遺族や傷病
を負ったかた、障がいが残ったかたに給付金を支給しま
す。被害の程度に関わらず、１回でも医療機関で受診し
たかたは支給対象になる場合があります。申請期限は
12月17日(金)まで。詳しくはお問い合わせください。

オウム真理教の犯罪被害者へ
給付金を支給します

秋田県警察本部警務課犯罪被害者支援室
☎(863)1111(または最寄りの警察署へ)

問い合わせ

個人事業税第２期の納期限は11月30日(火)です…忘れずに期限内に納めるよう
お願いします。納付は口座振替が便利です。秋田地域振興局納税課☎(860)3332広報あきた 平成22年11月19日号09


